
 （別添1） 事務の内容

「２　本人確認情報ファイル」及び「３　送付先情報ファイル」を取り扱う事務の内容（市町村ＣＳを中心とした事務の流

れ）

（注）図中の※が付されている箇所は、特定個人情報を含まない事務の流れを指す。
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（案）
※変更箇所は赤字にしています。



（備考）

１．本人確認情報の更新に関する事務

　1-①.住民より転入、転出、転居、出生、死亡等の届出等を受け付ける(※特定個人情報を含まない)。

　1-②.市町村の住民基本台帳（既存住基システム）を更新する。

　1-③.市町村の住民基本台帳にて更新された住民情報を基に、市町村ＣＳの本人確認情報を更新する。

　1-④.市町村ＣＳにて更新された本人確認情報を当該都道府県の都道府県サーバに通知する。

２．本人確認に関する事務

　2-①.住民より、住民票の写しの交付申請等、本人確認が必要となる申請を受け付ける(※特定個人情報を含まない)。

　2-②,③.統合端末において、住民から提示された個人番号カードに記録された住民票コード（又は法令で定めた書類に

　　　 記載された４情報）を送信し、市町村ＣＳを通じて、全国サーバに対して本人確認を行う。

　2-④.全国サーバより、市町村ＣＳを通じて、本人確認結果を受領する。

３．個人番号カードを利用した転入（特例転入）

　3-①.転入手続を行う住民から提示された個人番号カードを利用して本人確認(「２．本人確認」を参照)を行う。

　3-②.統合端末から、市町村ＣＳを経由して転出地市町村に対し転出証明書情報の送信依頼を行う(※特定個人情報を含まな

い)。

　3-③.市町村ＣＳにおいて転出地市町村より転出証明書情報を受信する。

　3-④.既存住基システムにおいて、市町村ＣＳから転出証明書情報を受信し、転入処理を行う。

　3-⑤.市町村ＣＳより、既存住基システムから転入処理完了後に受け渡される転入通知情報(※特定個人情報を含まない)を

　　　 転出地市町村へ送信すると同時に、都道府県サーバへ本人確認情報の更新情報を送信する。

　3-⑥.転入処理完了後、個人番号カードの継続利用処理を行い、個人番号カード管理システムに対し、

　　　 個人番号カード管理情報の更新要求を行う。

４．本人確認情報検索に関する事務

　4-①.住民票コード、個人番号又は４情報の組み合わせをキーワードとして、市町村ＣＳの本人確認情報を検索する。

　※検索対象者が自都道府県の住所地市町村以外の場合は都道府県サーバ、他都道府県の場合は全国サーバに対して

　　それぞれ検索の要求を行う。

５．機構への情報照会に係る事務

　5-①.機構に対し、個人番号又は４情報等をキーワードとした本人確認情報の照会を行う。

　5-②.機構より、当該個人の本人確認情報を受領する。

６．本人確認情報整合に係る事務
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項番 情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報

一 厚生労働大臣
健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保
険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算
定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報（以下
「地方税関係情報」という。）、住民基本台帳法第七条第四号に規定
する事項（以下「住民票関係情報」という。）又は介護保険法による保
険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関す
る情報（以下「介護保険給付等関係情報」という。）であって主務省令
で定めるもの

二 全国健康保険協会
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

三 健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

五 厚生労働大臣
船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

七 全国健康保険協会

船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則
第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十
九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法に
よる保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

十一 都道府県知事

児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親
の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは
特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

市町村長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情
報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援
給付の支給に関する情報（以下「障害者自立支援給付関係情報」と
いう。）であって主務省令で定めるもの

十三 都道府県知事
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

十五 市町村長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、
高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障
害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関
する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情
報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支
援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

二十 都道府県知事又は市町村長
児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情
報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

二十八 市町村長
予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

三十七 市町村長
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等
への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情
報であって主務省令で定めるもの

三十九 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は
費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

四十八 市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

五十三
公営住宅法第二条第十六号に規定す
る事業主体である都道府県知事又は
市町村長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

五十七 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

五十八 厚生労働大臣又は共済組合等
厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

五十九
文部科学大臣又は都道府県教育委
員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校へ
の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令
で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

六十三
都道府県教育委員会又は市町村教
育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

六十五 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

六十六 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付
に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

（別紙1）番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）に基づく主務省令第２条の表に定める提供先一覧表
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項番 情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報

（別紙1）番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）に基づく主務省令第２条の表に定める提供先一覧表

六十九 市町村長又は国民健康保険組合
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

七十三 厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料
の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

七十五 市町村長
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等
への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情
報であって主務省令で定めるもの

七十六
住宅地区改良法第二条第二項に規
定する施行者である都道府県知事又
は市町村長

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

八十一 都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入
所支援に関する情報であって主務省令で定めるもの

八十三 地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

八十四
地方公務員共済組合又は全国市町
村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期
給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

八十六 市町村長
老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で
定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

八十七 市町村長
老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

九十一 厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

九十二 都道府県知事等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当
若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第
九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

九十六 市町村長
母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百六
市町村長（児童手当法第十七条第一
項の表の下欄に掲げる者を含む。）

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百八 市町村長
昭和四十八年法律第八十二号による災害弔慰金若しくは災害障
害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

百十 厚生労働大臣
雇用保険法による未支給の失業等給付若しくは育児休業給付又
は介護休業給付金の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

市町村長 住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

百十二 厚生労働大臣
雇用保険法による育児休業給付の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

市町村長
母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は住民票関係情報で
あって主務省令で定めるもの

百十五 後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の
支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

百十八 厚生労働大臣

昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定によ
り厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金
である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百二十四

特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律第十八条第二項に規定す
る賃貸住宅の建設及び管理を行う都
道府県知事又は市町村長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の
管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百二十九 厚生労働大臣
平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚
生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金であ
る給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百三十

平成八年法律第八十二号附則第三
十二条第二項に規定する存続組合又
は平成八年法律第八十二号附則第
四十八条第一項に規定する指定基金

平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の
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項番 情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報

（別紙1）番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）に基づく主務省令第２条の表に定める提供先一覧表

百三十二 市町村長
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保
険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

百三十六 都道府県知事
被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長 住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

百三十七
都道府県知事又は保健所を設置する
市の長

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律によ
る費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百三十八 厚生労働大臣

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法
律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる
政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百四十一 独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって
主務省令で定めるもの

百四十二 厚生労働大臣
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百四十四 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に
関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情
報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支
援給付関係情報であって主務省令で定めるもの

百四十九 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特
例等に関する法律による保険給付又は給付の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

市町村長 住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

百五十 厚生労働大臣

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に
係る加算金の支給に関する法律による保険給付遅延特別加算金
又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

市町村長 住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

百五十一
文部科学大臣、都道府県知事又は都
道府県教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百五十二 厚生労働大臣
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の
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項番 情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報

（別紙1）番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）に基づく主務省令第２条の表に定める提供先一覧表

百五十五 市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しく
は子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育
て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情
報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

百五十六 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支
援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報で
あって主務省令で定めるもの

百五十八 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百六十

公的給付の支給等の迅速かつ確実な
実施のための預貯金口座の登録等に
関する法律第十条に規定する特定公
的給付の支給を実施する行政機関の
長等

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座
の登録等に関する法律による特定公的給付を実施するための基
礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百六十三

地域優良賃貸住宅制度要綱第二条
に規定する地域優良賃貸住宅又は同
条第十六号に規定する公営地域優良
賃貸住宅の供給を行う都道府県知事
又は市町村長

地域優良賃貸住宅制度要綱に基づく地域優良賃貸住宅の管理に
関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百六十四 都道府県知事

「特定感染症検査等事業について」の特定感染症検査等事業実
施要項に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に
係る陽性者フォローアップ事業の実施に関する事務であって主務
省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百六十五 都道府県知事
「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業
実施要項に基づく肝炎治療特別促進事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の

百六十六 都道府県知事

「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重
度肝硬変治療研究促進事業実施要項に基づく肝がん・重度肝硬
変治療研究促進事業の実施に関する事務であって主務省令で定
めるもの

市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるも
の
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移転先 移転先における事務

八 健康推進課

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、児童及びその家庭についての調査及び判定、保
育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害
児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の
認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

九 保育幼稚園課
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障
害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

九 障害福祉課
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障
害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

十 子ども家庭課 児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

十四 保健予防課 予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十一 障害福祉課 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十二 障害福祉課
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福
祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十三 生活福祉課
生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の
返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十四 市民税課
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人
事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第四号）による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別
法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十四 資産税課
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人
事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第四号）による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別
法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十四 収納課
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人
事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第四号）による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別
法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって主務省令で定めるもの

二十七 住宅政策課 公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。）の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

四十四 保険年金課
国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

五十一 障害福祉課 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十二 住宅政策課
住宅地区改良法による改良住宅（同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。）の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入
超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十五 長寿政策課
災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、罹災証明書の交付又は被災者台帳の
作成に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十五 個別避難計画推進室
災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、罹災証明書の交付又は被災者台帳の
作成に関する事務であって主務省令で定めるもの

五十六 子ども家庭課 児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十一 長寿政策課 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十三 子ども家庭課 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

（別紙2）番号法第９条第１項（別表）及び番号法第9条第2項に基づく条例第3条（別表第２）に定める移転先一覧表

項番

法
別
表
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移転先 移転先における事務

（別紙2）番号法第９条第１項（別表）及び番号法第9条第2項に基づく条例第3条（別表第２）に定める移転先一覧表

項番

六十四 子ども家庭課
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定
めるもの

六十五 子ども家庭課 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十六 障害福祉課 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

六十七 障害福祉課
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三
十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。）附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

七十 健康推進課
母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪
問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業の実施に
関する事務であって主務省令で定めるもの

八十一 子ども家庭課 児童手当法による児童手当又は特例給付（同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。）の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

八十二の二 福祉政策課
災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和四十八年法律第八十二号）による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する
事務であって主務省令で定めるもの

八十五 保険年金課
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項
の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

九十五 生活福祉課
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金
（以下「中国残留邦人等支援給付等」という。）の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

百 介護保険課 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

百五 保健予防課
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

百十一 健康推進課 健康増進法（平成十四年法律第百三号）による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百十六 保険年金課
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成十六年法律第百六十六号）による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

百十七 障害福祉課
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実
施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十六 保健予防課 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十七 保育幼稚園課
子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど
も・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百二十七 子育て総合支援センター
子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ど
も・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十五 福祉政策課
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理
に関する事務であって主務省令で定めるもの

百三十五 定額減税調整給付金室
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理
に関する事務であって主務省令で定めるもの
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移転先 移転先における事務

（別紙2）番号法第９条第１項（別表）及び番号法第9条第2項に基づく条例第3条（別表第２）に定める移転先一覧表

項番

一 障害福祉課 軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

二 障害福祉課 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

三 障害福祉課 在宅重度心身障害者に対する住宅改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

四 障害福祉課 大津市立障害者通所施設条例(平成24年条例第9号)による障害児通所支援の利用等に係る使用料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

五 生活福祉課
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に準じて実施する生活に困窮する外国人に
対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

五の二 保育幼稚園課 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による認定こども園又は家庭的保育事業等における保育を確保するための措置に関する事務であって規則で定めるもの

六 子ども家庭課 大津市立母子生活支援施設条例(平成22年条例第37号)による母子家庭等の児童に対し保育を行う事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

七 長寿政策課 大津市介護保険条例(平成18年条例第13号)による高齢者の福祉に資する事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

八 長寿政策課
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)による障害者又は特別障害者の認定に関する事務であって規則で定め
るもの

九 介護保険課 低所得の障害者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

十 介護保険課 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

十一 保険年金課 大津市医療費助成条例(昭和48年条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

十二 保険年金課 大津市老人福祉医療費助成条例(昭和57年条例第42号)による老人福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

十三 保険年金課 大津市医療費助成条例による医療費の助成に準じて実施する後期高齢者医療の被保険者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

十三の二 住宅政策課
大津市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第25号)による地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定
めるもの
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